
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県 ９.７７％ 兵庫県 １０.１２％ 千葉県 ９.７３％ 

滋賀県 ９.８８％ 奈良県 ９.９１％ 東京都 ９.８５％ 

京都府 ９.８９％ 和歌山県 １０.０６％ 神奈川県 ９.９２％ 

大阪府 １０.１３％ 兵庫県 １０.１２％ ― ― 

全国一律 １.６２％（１.５９％から変更） 

全国一律 ０.２３％ 

中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、令和８年３月

分（４月納付分）からの保険料率を決定しました。また、令和８年４月分（５月納付分）から、子ども・子育て支

援金が追加されることになりました。 

 

  

人事・労務に役立つ NEWS LETTER 

2026 年（令和 8 年）4 月号 

11200 日 

令和８年４月１日施行の労働安全衛生法の改正により、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性

に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務とされました。これにあ

わせて、厚生労働大臣が、事業者による措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることとされました。 

その指針が、「高年齢者の労働災害防止のための指針（高年齢者の労働災害防止のための指針公示第１号）」とし

て公示されました。その概要を確認しておきましょう。 

「高年齢者の労働災害防止のため措置が事業者の努力義務に 指針も公表 
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★40 都道府県で都道府県単位保険料率が変更されました。全国一律の介護保険料率も変更され、また、ひと月

遅れで子ども・子育て支援金率が新設されますので、結果的にすべての都道府県において、「健康保険・厚生年

金保険の保険料額表」が変更されることになります。新たな「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を確認

しておくようにしましょう。なお、給与計算ソフトをお使いの場合には、その設定に注意が必要です。 

 

次ページへ続く 
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事 務 所 通 信 

適用済み（一部 

適用待ち）の改正 
協会けんぽの新たな保険料率が決定 ひと月遅れで子ども・子育て支援金も追加 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・協会けんぽの保険料率（子ども・子育て支援金率を含む）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕／令和８年３月分（４月納付分）～ 

２ 介護保険料率〔全国一律／40歳以上 65歳未満の方〕／令和８年３月分（４月納付分）～ 

㊟ 健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の仕方も異なる場

合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。 

   は変更あり 

３ 子ども・子育て支援金率〔全国一律〕／令和８年４月分（５月納付分）～ 

施行・適用済みの改正 

〈補足〉この指針は、これまでの「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン（エイジフレ

ンドリーガイドライン）」を、法律に基づく指針に格上げしたものとなっています（指針の策定に伴い、

エイジフレンドリーガイドラインは廃止）。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・「高年齢者の労働災害防止のための指針」の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

･････････････････ 指針の構成 

第１ 趣旨 

労働安全衛生法第 62条の２第２項に基づき、高年齢者の特性に配慮した

作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために

事業者が講ずるよう努めなければならない措置に関し、その適切かつ有効

な実施を図るため定めたもの。 

第２ 事業者が講ずべき措置 

第３ 労働者と協力して取り組む事項 

第４ 国、関係団体等による支援の活用 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月１日施行の労働施策総合推進法の改正により、職場における治療と就業との両立を支援するため、

労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備などの必要な措置を講ずることが事業主の努力

義務とされました。これに合わせて、厚生労働大臣が、事業主による措置の適切かつ有効な実施を図るための指針

を定めることとされました。その指針が、「治療と就業の両立支援指針（令和８年厚生労働省告示第 28 号）」として

公布されました。その概要を確認しておきましょう（厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、そこ

から抜粋して、その概要を紹介しておきます）。 

 

 

★事業主には、この指

針に基づき、職場にお

いて必要な措置を講じ

ることが望まれていま

す。人材の確保につな

がることも期待できま

すので、指針に沿った

措置を実施することを

検討してみてはいかが

でしょうか？ 関心が

あれば、気軽にお声掛

けください。 

4/10 ● 3 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

 4/15 ● 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出期限 

4/30 ● ３月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

● ２月決算法人の確定申告と納税・８月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

● 労働者死傷病報告（１月～３月分）の提出期限 

 

お仕事 

カレンダー 

４月 

施行・適用済みの改正 治療と就業の両立支援の措置が事業主の努力義務に 指針も公表 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「治療と就業の両立支援指針」の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

･････････････････ 「治療と就業の両立支援指針」には、次のような内容が定められています。 

第２の「事業者が講ずべき措置」の一部 

 

 

☆ 事業者には、この指針に基づき、必要

な措置を講じることが望まれています。 

人材の確保につながることも期待できま

すので、国や関係団体等による支援を活用

しつつ、指針に沿った措置を実施すること

を検討してみてはいかがでしょうか？  


